
　
川
間
小
学
校
で
　
月
12

８
日
、「
川
間
小
音
楽
会

＆
ジ
ャ
ズ
フ
ェ
ス
タ
」

が
行
わ
れ
た
。

　
例
年
の
全
校
児
童
に

よ
る
合
唱
発
表
の
後
、

特
別
に
、
同
校
Ｐ
Ｔ
Ａ

が
ク
リ
ス
マ
ス
を
前
に
、

「
大
原
保
人
J
ａ
ｚ
ｚ

B
ａ
ｎ
ｄ
」
の
演
奏
を
ひ
と
足
早
く
“
プ
レ
ゼ
ン
ト
”。

　
始
め
は
、
プ
ロ
の
生
演
奏
に
圧
倒
さ
れ
て
い
た
児
童

ら
も
、
最
後
に
は
全
員
で
「
赤
鼻
の
ト
ナ
カ
イ
」
な
ど

を
元
気
に
合
唱
し
、ジ
ャ
ズ
の
魅
力
を
楽
し
ん
で
い
た
。
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　 龍 
りゅう

 生 くん・
せい

 陽  菜  乃 ちゃん
ひ な の

（１６.２.２０生）  （１４.１１.８生）
〔堀田賢二・麻紀子さん（長男・長女）・清水〕

人口と世帯：人口＝１５５,８０７人／男＝７８,３３８人、女＝７７,４６９人／世帯数５９,００６世帯 （Ｈ２０．１．１現在）

　　～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 222222222222222222222月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月ののののののののののののののののののののの講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会～　2月の講習会　～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
トレーニングルーム
【総合公園体育館】☎７１２５－１１５５
　・１日金、６日水、１０日日…１０時～
　・３日日…１５時３０分～　
【関宿総合公園体育館】☎７１９８－８５００
　・３日日、５日火、７日木…１０時～
　・３日日…１５時３０分～

リフレッシュルーム
【野田公民館】☎７１２３－７８１８
　・２日土、６日水、９日土
　　　　　　　　…１１時、１３時、１７時、１９時～

※いずれも対象は高校生以上
　月額使用料：市民１,３６０円、市民以外２,０４０円

　 大  誠 くん・
たい せい

 優  菜 ちゃん
ゆ な

（１７.８.２８生）  （１９.５.２２生）
〔渡辺大輔・千秋さん（長男・長女）・木間ケ瀬〕
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児童とバンドが一体に

川
間
小
音
楽
会
で

　
　
プ
ロ
の
ジ
ャ
ズ
バ
ン
ド
も
熱
演

　
お
 囃
 
は
や
 子
 や
獅
子
舞
な
ど
、
地
域
に
伝
わ
る
民
俗
芸
能

し

を
次
世
代
に
も
伝
え
て
い
こ
う
と
、　
月
９
日
、文
化
会

12

館
と
同
駐
車
場
で「
民
俗
芸
能
の
つ
ど
い
」が
今
年
も
開

催
さ
れ
、
保
存
会
や
小
中
学
校
の
郷
土
芸
能
ク
ラ
ブ
な

ど
　
団
体
が
参
加
し
た
。
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周
年
の
今
回
は
、　

10

200

年
以
上
続
く
雨
乞
い
の

民
俗
行
事「
つ
く
舞
」を

　
年
ぶ
り
に
日
中
に
披

35露
。　
メ
ー
ト
ル
を
越
え

10
る
柱
上
で
は
、倒
立
や
弓

で
矢
を
射
る
な
ど
の
妙

技
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。

県の無形民俗文化財にも指定されている「つく舞」

「
民
俗
芸
能
の
つ
ど
い
」で

　
　
　
年
ぶ
り
に
昼
の「
つ
く
舞
」
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私は、元妻に、「子ども
二人が大学卒業するまで

毎月養育費を支払う」という
約束をし、支払っていますが、
お互いが再婚し、住宅ローン
の負担も重なり、養育費の減
額を申し出ましたが拒否され
てしまいました。減額変更の
方法はないでしょうか。
離婚の際、話し合いで未
成熟の子の養育費を取り

決めされた場合、取り決めに
基づいて養育費を支払うこと
は義務の履行として当然です。
　しかし、養育費の取り決め時
には予測しえない事情の変更
が生じた場合、増額または減額
請求をすることができます。

　予測しえない事情の変更と
は、物価水準の上昇、子ども
の学費の増額、医療費の支払
いなどで養育費用が増大する
場合や、失業や病気などによ
り、支払い能力が低下した場
合などがあります。
　また、子どもを引き取った
側が再婚しても、養育費は支
払わなければなりませんが、
子どもと再婚相手が養子縁組
をした場合には、減額が認め
られる場合があります。
　金額の変更は、お互いに話し
合って決めることが基本です
が、話し合いがつかない場合
は、家庭裁判所に養育費減額を
申立てることができます。

Ｑ

Ａ

　公正証書で約束した
　　　　養育費の変更は

　クーリング・オフは、業者からの不意な訪問
や電話勧誘、キャッチセールスなどにより、商
品やサービス提供の契約を行なった場合に利用
でき、特定商取引法令で指定された７５種類の商
品やサービス提供が該当となります。
　化粧品や生理用品などの消耗品を使用した場
合や、3,０００円未満の現金取引、乗用自動車の購

入などは対象外です。
　書面を受け取った日から８日以内（マルチ商法
は２０日以内）に、ハガキで解約の通知を行えば無
条件で解約ができます。ハガキに契約商品名、住
所、氏名、差出日などを記入したら、コピーをとり、
自分で保管し、ハガキは配達記録郵便で送付し
てください。記載方法でわからないことがあり
ましたら、消費生活センターへご相談ください。

クーリング・オフを利用するには
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